
「行政書士法の一部を改正する法律案」成立までの経過 

                              令和元年 12月 4日  日本行政書士政治連盟 

 

（平成 31 年） 

4 月 4 日  自由民主党行政書士制度推進議員連盟役員会 

        行政書士法改正の立案作業を進めることが了承される。 

 

4 月  9 日  3 党（自民・公明・立民）議連会長との懇談会 

 

4 月 16 日  自由民主党総務部会・行政書士制度推進議員連盟 合同会議 

        「行政書士法の一部を改正する法律案」を進めることが了承される。 

4 月 23 日  自由民主党政務調査会政策審議会・総務会 

        「行政書士法の一部を改正する法律案」が了承される。 

                                党内手続完了 

 4 月 23 日  公明党政務調査会・部会長会議 

「行政書士法の一部を改正する法律案」が了承される。 

                               党内手続完了 

4 月 23 日  各党事務責任者による行政書士法改正についての打ち合わせ会 

        （自民・公明・立民・国民・希望・社民・維新・共産） 

        各党に持ち帰り検討することとなる。 

4 月 24 日  与党政策責任者会議 

        与党として「行政書士法の一部を改正する法律案」が了承される。 

（令和元年） 

5 月 21 日  日本維新の会・政調役員会 

        「行政書士法の一部を改正する法律案」が了承される。 

                               党内手続完了 

10 月 16 日  立憲民主党行政書士制度推進議員連盟総会 

「行政書士法の一部を改正する法律案」を進めることが了承される。 

 10 月 23 日  国民民主党行政書士制度推進議員連盟総会 

「行政書士法の一部を改正する法律案」を進めることが了承される。 

 11 月  6 日  国民民主党総務会  

「行政書士法の一部を改正する法律案」が了承される。 

                               党内手続完了 

 11 月  7 日  立憲民主党政調審議会 

「行政書士法の一部を改正する法律案」が了承される。 

                              党内手続完了  

11 月 19 日  衆議院総務委員会 全会一致で可決 

11 月 21 日 衆議院本会議 全会一致で可決 

11 月 26 日  参議院総務委員会 全会一致で可決 

11 月 27 日  参議院本会議全会一致で可決「行政書士法の一部を改正する法律案」成立 

 

12 月  4 日 「行政書士法の一部を改正する法律案」公布   ※添付参照 

 

令和 3年 6 月 4日「行政書士法の一部を改正する法律案」施行 （予定） 


